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＊ 「こども」表記について 

国の「こども」表記の判断基準を踏まえ、法令に根拠がある語や固有名詞に用いる

場合などを除き、原則として「こども」と表記します。 

 

＊ 「用語の説明」について 

説明のある用語の最初の箇所に「※」を付しています。 



 

第１章 計画策定の基本的な考え方 
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１ 計画策定の趣旨等 
２ 計画の基本的な考え 

 

 

（１） 計画策定の趣旨 

○ 地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域

生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や

体制等について、県・市町村の関係部局はもとより、保健・福祉等の関係機関

や専門職も含めて協議の上、住民と一体となって支え合うことができる目標を

設定し、計画的に整備していく行政計画です。 
 

○ 地域福祉計画は、２０００年（平成１２年）６月の社会福祉事業法等の改正

により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、都道府県地域福祉支援計

画及び市町村地域福祉計画からなり、それぞれ策定することとされています。 
 

○ 地域福祉計画は、これまで地域社会を取り巻く環境の変化や、法制度の改正

等を踏まえて見直しがなされ、都度改定されてきています。 

 

○ 本県においては、２００４年（平成１６年）３月に「第一次千葉県地域福祉

支援計画」を策定し、近年では、２０１５年（平成２７年）３月に「第三次千

葉県地域福祉支援計画」を策定、２０１９年（平成３１年）３月に計画の見直

しを行い、「第三次千葉県地域福祉支援計画（中間見直し版）」を策定しました。 

 

〇 今般、２０２０年（令和２年）６月の社会福祉法の一部の改正等を踏まえ、

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ等に的確に対応し、地域共生社会の

実現に向けた地域福祉の一層の推進を図るために、新たに「第四次千葉県地域

福祉支援計画」を策定することとしました。 

 

 

 

１ 計画策定の趣旨等 

計画策定の基本的な考え方 第１章 



 

第１章 計画策定の基本的な考え方 

2 

 

（２） 計画の位置付け 

〇 「千葉県地域福祉支援計画」は、社会福祉法第１０８条に基づき、市町村地

域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町

村の地域福祉の支援に関する事項を一体的に定める計画です。併せて、千葉県

における地域福祉推進の基本方針であり、各分野において共通して取り組むべ

き事項を示すこととしています。 
 

〇 各分野の具体的施策については、個別の計画（高齢者保健福祉計画、障害者

計画、子ども・子育て支援プラン２０２０等）において推進されることを基本

とします。 
 

〇 この計画の推進に当たっては、福祉、医療、健康づくりの各計画と連携する

とともに、広く地域社会づくりに資するよう、県民活動や住まい、教育、こど

も・若者支援等の他分野の施策とも連携します。 
 

（３） 計画期間 

〇 計画期間は、２０２３年度（令和５年度）から２０２６年度（令和８年度）

までの４年間とします。 

 



 

第１章 計画策定の基本的な考え方 

3 

 

 

 

〇 少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、老老介

護、８０５０問題、ヤングケアラー、ひきこもり等、個人・世帯が複数の生活

上の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関

わっていくことが必要なものもあります。人々が様々な課題を抱えながらも住

み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人

ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていくことのできる地域共生社会

の実現が求められています。 

 

〇 地域の様々な動きに目を向けると、人と人とのつながりや参加の機会を生み

育む多様な活動を通して、これまでの共同体とは異なる新たな縁が生まれてい

ます。その中には、特定の課題の解決を念頭に始まる活動だけでなく、参加す

る人たちの興味や関心から始まる活動をきっかけに、関係性が豊かなコミュニ

ティが生まれている活動もあります。 

 

〇 自治会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、ボランティアなどの日常生

活圏、小・中学校単位の小域福祉圏、市町村の基本福祉圏、県全域の広域福祉

圏へと幾つもの福祉圏の輪を広げ、更に福祉サービスのネットワークづくり、

包括的な相談支援体制の整備を促進し、県・市町村は、住民等と一緒になって

地域福祉活動を推進してきています。  
〇 このように、社会の変化に伴って生じている課題と、支援体制の両方に目を

向けた上で、このたび社会福祉法の一部が改正され、「重層的支援体制整備事業」

（社会福祉法第１０６条の４）が創設されました。重層的支援体制整備事業は

この章で別に述べますが、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

る包括的な支援体制を構築するため、市町村において、相談支援、参加支援、

地域づくりに向けた支援を一体的に実施するものです。 

 

〇 県は、この社会福祉法の改正を踏まえ、重層的支援体制整備事業を支援する

とともに、これまで推進してきた計画を検証、見直しを行い、必要な事項を加

えて改定し、「第四次千葉県地域福祉支援計画」を策定することとしました。 

なお、本計画はこれから４年間にわたる地域福祉の長期計画で、指針でもあ

ります。 

 
  

２ 計画の基本的な考え 
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（１） 計画の目的 

〇 本計画は、地域福祉が抱える様々な問題やニーズに対応し、困っている人た

ちへの支援、自立を図っていくものです。地域で発生し、又は発生する懸念が

ある福祉事象に対し、県、市町村、関係団体及び地域住民等が一体となって協

力しあって「誰一人取り残さない、孤立させない、つながる」地域社会の実現

を図っていくことを目的として策定します。 

 

〇 計画には、県独自に実施する施策と市町村を支援する施策を記載しています。

特に市町村支援に当たっては、事前に協議し、市町村の意向を尊重しながら、

協働して取り組んでいきます。 

 

（２） 計画の理念 

 

～「未来を照らし 共に生きる 共に創る 地域共生社会」を目指す～ 

 

地域福祉を推進するためには、ひと、地域、自然の全てが「共に生きている」

という原点・前提に立ち返り、お互いの違いを認め合う人権の尊重の視点や、少

子高齢化、人口減少、災害の激甚化、新たな感染症の脅威の中で、未来に向かっ

て共に生きる視点が必要です。地域共生社会は、地域住民が主体となり、市町村、

地域福祉の関係者、県、地域全体で共に創っていく社会であると考えています。 

そこで、本計画の理念を「『未来を照らし 共に生きる 共に創る 地域共生 

社会』を目指す」としました。 

 

○ 未来を照らし 

未来を照らすとは、千葉県総合計画の基本理念である「～千葉の未来を切り

開く～『まち』『海・緑』『ひと』がきらめく千葉の実現」を踏まえ、地域福祉

の視点や福祉施策の方向性をしっかりと見据え、その実現を図っていきます。 

 

○ 共に生きる 

地域共生社会は、住民一人ひとりがそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的

に取り組むことにより初めて実現できるものです。未来に向かって共に生きて

いくことが必要です。 

 

○ 共に創る 

「創る」とは、新しいものを創るという意味で、社会全体で共に創造力を  

働かせて、より良い地域社会の発展を目指します。 

 

 

 

 

【地域共生社会の理念】 
「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分

野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多
様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一
人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会を目指すものです。 



 

第１章 計画策定の基本的な考え方 

5 

 

（３） ＳＤＧｓの理念に基づく「誰一人取り残さない」地域共生社会の実現 

〇 ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）とは、「Sustainable Development Goals

（持続可能な開発目標）」の略称です。２０１５年（平成２７年）９月の国連

サミットで採択されたもので、国連に加盟している１９３か国が、２０１６年

（平成２８年）から２０３０年（令和１２年）の１５年間で達成するために  

掲げた目標です。 

 

〇 ＳＤＧｓは、国際交流が深まり経済活動が活発化し豊かになる一方で、所得

格差による貧困や飢餓、自然環境が破壊され、経済・社会の基盤となる地球の

持続可能性が危ぶまれたことに起因して、「誰一人取り残さない」という理念

のもとに、１７のゴールと１６９のターゲットを掲げ、各国で積極的に取り組

まれています。 

 

〇 我が国においても、２０１６年（平成２８年）５月に総理大臣を本部長と  

する「ＳＤＧｓ推進本部」が設置され、国内実施と国際協力の両面で率先して

取り組まれています。 

千葉県では、チーバくんの「ＳＤＧｓシンボルマーク」を作成し、県民、   

企業、大学、行政などによる連携・協働の取組を促進し、活動の普及・啓発に

取り組み、持続可能な社会実現を目指しています。 

 

〇 本計画においても、その実施に当たってはＳＤＧｓの取組と重なり合うこと

が多いことから、ＳＤＧｓ推進との協働を図りながら、地域福祉の推進に取り

組み、地域共生社会を創り、持続的発展を目指すことで、ＳＤＧｓの達成に  

貢献します。 
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（１） 重層的支援体制整備事業の実施 

〇 重層的支援体制整備事業は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに 

対応する包括的な支援体制を構築するため、市町村において、属性を問わない

相談支援、多様な社会参加に向けた支援及び地域づくりに向けた支援の３つの

支援を一体的に実施するものです。 

＊ ２０２１年（令和３年）４月１日に「重層的支援体制整備事業」（社会福

祉法第１０６条の４）が創設されました。 

 

○ この事業は、「市町村において、全ての地域住民を対象とする包括的支援の

体制整備を行う事業」として位置づけられ、既存の支援機関等の機能や専門性

を活かし、相互にチームとして連携を強めながら、市町村全体の支援体制を 

つくることが目的です。 

 

〇 事業実施主体である市町村と、地域住民や地域の支援関係機関等が、自分た

ちの市町村にあってほしい支援体制や、そのための各機関の役割分担と協働の

あり方などについて、考え方や進め方などを共有しながら議論をし、実際の 

取組に移していくものです。 

 

 

３ 重層的支援体制整備事業の創設概要 
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（２） 重層的支援体制整備事業実施計画 

〇 市町村は重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため「重層的

支援体制整備事業実施計画」（重層事業実施計画）を策定するよう努めることと

され、社会福祉法上は努力義務とされていますが、地域住民等の支援ニーズに

包括的に対応するためには必須のプロセスでもあります。 

 

〇 県は広域的・専門的な見地から、積極的に重層事業の実施に対する助言や  

情報提供を行い、重層事業実施計画の策定等の支援に当たります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重層的支援体制整備事業 
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（３） 重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン及び取組事例 

 

  

 

〇 重層事業実施計画は、地域福祉計画に定める「包括的支援体制の整備に関す 

る事項」のうち、重層的支援体制整備事業（重層事業）の実施に関する具体的

な計画を定めるものであり、その内容は、各関連計画の内容とも整合している

必要があります。 

 

〇 また、重層事業は、社会福祉法第１０６条の３に規定されている市町村の包

括的な支援体制の整備を具体化するものとして位置付けられており、市町村 

地域福祉計画との関係にあっては、市町村地域福祉計画に内包する場合又は 

別に作成する場合のいずれにおいても、重層事業実施計画は事業の実施に必要

な事項に特化した内容とする必要があります。 

 

＜重層事業の実施主体＞ 

  実施主体は、市町村とする。 

＜重層的支援体制整備事業実施計画に盛り込むべき事項＞ 

① 重層事業を適切かつ効果的に実施するため、地域における高齢者の福祉、

障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基本

方針 

   ・ 事業全体の実施目的、各分野の事業に共通する基本方針など。 

 

② 重層事業について、包括的相談支援事業（社会福祉法第１０６条の４第

２項第１号）、参加支援事業（同項第２号）、地域づくりに向けた支援事業

（同項第３号）、アウトリーチ※等を通じた継続的支援事業（同項第４号）、

多機関協働事業（同項第５号）のそれぞれの提供体制に関する事項（※） 

 

③ 重層事業の事業目標・評価指標 

・ 包括的相談支援事業における相談受付件数、参加支援事業の支援対象

者数、協力事業者数、地域づくり事業の拠点数、参加者数、参加機関数

など。 

 

④ 関係機関の一体的な連携に関する事項 

・ 関係機関の情報連携、重層的支援会議の実施方法など。 

 

（※）②の提供体制に係る記載内容の例 

各事業 記載内容・ポイント 

包括的相談支援

（第１０６条の

・ 相談支援機関（窓口）の設置箇所数 

・ 各相談支援機関（窓口）の主な対象分野、設置形

重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン  
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４第２項） 態（基本型、統合型、地域型）、運営形態（直営・

委託）、各機関の対象圏域等 

参加支援（同項

第２号）  

・ 地域における資源開発や利用調整等を行うコーデ

ィネート機能を担う体制等（担当機関、実施方法

等） 

・ 参加支援を行う際に活用可能な社会資源、想定さ

れる連携先 

地域づくりに向

けた支援（同項

第３号） 

 

・ 地域づくりのコーディネート機能やプラットフォ

ーム機能を担う体制等（担当機関、実施方法等） 

・ 地域づくり支援の拠点の設置箇所数、各拠点の主

な対象分野、設置形態、実施内容 

・ その他地域づくりのための事業内容 

アウトリーチ等

を通じた継続的

支援（同項第４

号）  

・ アウトリーチ等を通じた継続的支援を担う体制等

（担当機関等） 

多機関協働（同

項第５号） 

・ 多機関協働の調整機能を担当する機関の設置方法 

 

※ 以下省略（「重層的支援体制整備事業実施要綱」を参照願います。）。 

 

＜重層的支援体制整備事業交付金＞ 

 〇 国は、重層事業の実施に当たって、従来、介護・障害・こども・生活困窮 

の分野ごとの制度に基づき行われていた相談支援や地域づくりに係る補助に、

新たに相談支援や参加支援の機能強化を図る補助（多機関協働事業、アウト

リーチ等事業、参加支援事業）を加えて一体的に執行できるよう「重層的支

援体制整備事業交付金」（社会福祉法第１０６条の８）を交付することとして

います。 
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＜松戸市の取組事例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重層的支援体制整備事業（重層事業）の取組事例 
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＜市原市の取組事例＞ 
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＜市原市の取組事例＞ 
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Ⅰ 地域福祉の推進イメージ 

Ⅱ 各圏域（エリア）の主な役割 

１ 地域福祉活動の基礎となる日常生活圏 

２ 日常生活圏の地域福祉活動を支える小域福祉圏 

３ 総合的な福祉サービスを提供する基本福祉圏 

４ 地域福祉活動を専門性で支える広域福祉圏 

Ⅲ 地域福祉の担い手として期待される団体等 

 

○ 住民が地域に誇りを持ち、地域で安心して暮らし続けるためには、住民自ら

が主体的に地域づくりに携わることはもちろん重要です。しかし、複雑化した

地域課題に対応するためには、支援が必要な人を家族やひとつの機関だけで

支えるのではなく、地域住民がそれぞれの持つ力を持ち寄り、ネットワークで

解決する仕組みが必要となります。 

 

○ 地域福祉活動の中心は日常生活圏、小域福祉圏であり、各圏域での解決が困

難な事例については、より広域で専門的なネットワークにより解決が図られ

るよう重層的な支援体制が必要です。 

 

○ 一方、多様な地域課題に対応するためには、制度に縛られない柔軟な仕組み

とする必要もあります。 

 

個人・家庭

日常生活圏
（自治会・町内会）

小域福祉圏

（小中学校区）

基本福祉圏

（市町村圏）

広域福祉圏
（健康福祉センター圏及び県全域）

支え合いの輪

※ネットワークの構成員（機関）は地域の状況や
課題等により異なります。

医療・福祉連携

県

市町村

地域福祉活動の推進イメージ

地区社会福祉
協議会

市町村社会福祉
協議会

県社会福祉協議会

自治会
・町内会

コミュニティソーシャル
ワークを行う人

民生委員
・児童委員

地域福祉活動の推進体制 第２章 

Ⅰ 地域福祉の推進イメージ 
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○ 個人や家庭の力だけでは解決できない生活課題を、地域の助け合いの力で

解決を図ります。 

 

○ 地域住民、自治会・町内会等、地区社会福祉協議会、ボランティア・ＮＰＯ、

民生委員・児童委員などが連携し、地域の見守り活動等によって、支援が必要

な人や地域の潜在的ニーズを把握し、具体的な相談・支援機関などに結び付け

ます。 

 

○ 日常生活圏での解決が難しい生活課題については、小域福祉圏等のネット

ワークに地域課題としてつなぎます。 

 

 

 

（おおむね小・中学校区単位のネットワーク） 

 

（１） 小域福祉圏のネットワークの役割 

○ 地域の関係者（機関）による分野横断的なネットワークを構成し、日常

生活圏における地域福祉活動をそれぞれの職種の持つノウハウで支援し

ます。 

 

○ 各日常生活圏のネットワークを結ぶ場となり、日常生活圏等から持ち

込まれた地域課題を整理し、小域福祉圏での解決を目指します。 

 

  ○ この圏域でも解決が困難な課題は、市町村圏ネットワークへつなぎ、関

係者と協働して解決の道を探ります。 

 

（２） 市町村の役割 

○ 社会福祉協議会等の関係機関と連携し、地域の状況を把握するととも

に、ネットワークの立ち上げ支援等、小域福祉圏における連携を促進しま

す。 

 

○ 地域福祉活動のための環境整備や住民活動の支援を行います。 

 

Ⅱ 各圏域（エリア）の主な役割  

２ 日常生活圏の地域福祉活動を支える小域福祉圏 

１ 地域福祉活動の基礎となる日常生活圏 

（自治会・町内会等を中心としたネットワーク） 
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（３） 柔軟な推進体制による推進 

○ 小域福祉圏における地域福祉活動の推進体制のイメージとしては、小・ 

中学校区（おおむね人口１万人程度の地域）を小域福祉圏と想定していま

す。 

 

○ 小規模な市町村においては、人口や社会資源等の実情に応じて、小域福

祉圏の推進体制を設定せずに基本福祉圏（市町村圏）で代替する等、市町

村において適切な圏域を設定することが考えられます。 

 

○ 県の施策の中では、地域福祉フォーラム※のうち、小域地域福祉フォー

ラムがこれに当たります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 （市町村圏） 

（１） 基本福祉圏のネットワークの役割 

○ 小域福祉圏の課題解決に向けた支援を行います。 

 

○ 専門的なノウハウが必要な課題には構成員（機関）の持つ専門機関ネッ

トワークと連携・協働して対応します。 

 

○ 課題の解決に予算的・制度的な対応が必要である場合は市町村等に提

案し、行政と連携して対応します。 

 

３ 総合的な福祉サービスを提供する基本福祉圏 

支援が必要な当事者

※ネットワークの構成員（機関）は地域の状況や
課題等により異なります。

市町村

小域福祉圏での地域福祉活動推進体制イメージ

地区社会福祉
協議会

民生委員
・児童委員

コミュニティソーシャル
ワークを行う人

活動支援
マネジメント

相談・支援

相談・支援

相談・支援

日常生活圏を支える
小域福祉圏ネットワーク

日常生活圏
ネットワーク

自治会・町内会

相談・支援

支え合い

相談・支援

公的相談支援事業者

NPO・ボランティア団体

商店・企業

警察 学校・保育所

医療・福祉
サービス提供者

かかりつけ医
相談・支援

相談・支援

市町村社会福祉協議会
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（２） 市町村の役割 

○ 地域福祉計画を策定し、地域福祉を計画的に推進します。 

 

○ 公的福祉サービスをマネジメント（管理）し、安定的に提供します。 

 

○ 対象者横断的な課題や、「制度の谷間」にある人への支援等に対応する

ため、総合的な相談支援体制の整備と複合的な課題の解決に対応したネ

ットワークづくりに努めます。 

 

（３） 体制イメージ（地域、課題に応じて異なる） 

○ 基本福祉圏のネットワークでは、小域福祉圏のネットワーク間の調整

を行うため、地域包括支援センター※運営協議会や地域自立支援協議会※

等の公的枠組みにおいて整備されている協議会を活用して、基本福祉圏

で対応すべき地域課題の解決や地域福祉活動、地域づくりを推進します。 

 

○ 県の施策の中では、地域福祉フォーラムのうち、基本地域福祉フォーラ

ムがこれに当たります。 

 

○ 人口規模の大きな市においては、人口、面積等の実情に応じて、市全域

と小域福祉圏の間にサブ圏域（市役所支所単位程度の圏域）を設定し、基

本福祉圏と同様の体制を設ける等、適切な圏域を設定することが考えら

れます。 

 

○ 一方で、人口規模の小さい町村などでは、基本福祉圏の役割として想定

されている機能を担うことが困難な場合もあると思われるため、広域で

の機能確保の仕組みを構築するなど、地域の実情に応じた対応を検討す

る必要があります。 
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（１） 広域福祉圏（及び県全域）のネットワークの役割 

○ 単独の基本福祉圏では解決が困難な、専門的・広域的な取組が必要な課

題（地域リハビリテーションの推進、福祉人材確保対策、精神保健施策等）

に対して、県や専門機関が協働してネットワークを構築し、市町村等と連

携して課題解決に取り組みます。 

 

（２） 県の役割 

○ 県域の職能団体、事業者団体、専門組織等の地域福祉活動を支援し、ま

た、これら団体の連携を促進します。 

 

○ 地域福祉、地域づくりに有益な事業や研究成果等を市町村や地域に提

案し、協働して取り組みます。 

 

○ 地域福祉のネットワークを構築するコーディネーターや地域医療・福

祉に携わる人材の育成支援を行います。 

 

○ 地域福祉の考え方を普及・啓発し、地域福祉活動の普及に向けた土壌づ

くりを行うとともに、市町村に対しても施策の企画・立案のための情報提

供を行います。 

 

４ 地域福祉活動を専門性で支える広域福祉圏 

※ネットワークの構成員（機関）は地域の状況や
課題等により異なります。

基本福祉圏における地域福祉活動推進体制イメージ

住民ニーズの把握
ネットワーク構築

地域事業
ネットワーク

小域福祉圏
ネットワーク

小域福祉圏
ネットワーク

福祉
ネットワーク

医療
ネットワーク

行政
ネットワーク

市町村

医療関係者

福祉関係者

小域福祉圏
ネットワーク

その他民間関係者

行政関係者

基本福祉圏分野横断的
ネットワーク

コミュニティソーシャル
ワークを行う人
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（３） 推進に当たっての考え方 

○ 地域福祉は、住民や関係者が主体的に日常生活圏、小域福祉圏で活動し、

それを基本福祉圏や市町村が支えることによって実現します。  

 

○ 県や広域団体は、地域福祉を進めるに当たって、日常生活圏、小域福祉

圏、基本福祉圏の活動や市町村の主体性・地域性を尊重し、必要な支援を

行います。 

 

○ 地域福祉の推進に当たっては、地域住民の主体性が発揮され、福祉専門

職等との協働により、生活・福祉課題の解決とその発生の防止を目指す仕

組みとすることが重要です。特に、日常生活圏、小域福祉圏など住民に身

近な圏域においては、住民の主体性・自主性がより一層促される工夫が必

要です。 
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（１） 自治会・町内会等の地縁団体 

○ 自治会・町内会等の活動は、地域の環境美化、防災・防犯、地域の見守

り、健康づくり、イベント開催等多岐にわたっており、住民に最も身近な

組織として地域の重要な役割を担っています。 

 

○ 一方で、住民の連帯感の希薄化などに伴い、自治会・町内会等について

は、加入率の低下や担い手不足、活動の停滞等の問題が生じつつありま

す。 

 

○ 自治会・町内会等は、地域活動を推進するための基本的単位として、地

域住民による助け合い（互助）を高めるものであり、活動が活発化し、地

域の中で様々な取組を行うことが期待されています。 

 

○ また、市町村の中には、加入率を促進するため、転入者などに対して協

力を呼び掛けているところもあり、自治会・町内会等が行政と連携して

地域活動に取り組むことも大切です。 

 

（２） 社会福祉協議会 

○ 市町村社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条第１項により地域福

祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられ、区域内の住

民（地区社会福祉協議会、自治会、町内会、住民等）や、民生委員・児童

委員、ボランティア団体等によって構成され、様々な社会福祉事業の企

画、実施や地区社会福祉協議会の組織づくり等地域住民に対し社会福祉

活動の参加のための援助等を行っており、地域の多様な福祉活動をコー

ディネートするなど、各市町村の地域福祉推進に不可欠な役割を果たし

ています。 

 

○ 地区社会福祉協議会（社協支部）は、県内では５８０を超える組織があ

り、ふれあいサロン、見守りネットワーク活動、子育て支援活動等住民が

主体となった小・中学校区等での地域活動を行う基礎組織として定着し、

地域福祉活動の拠点として重要な役割を担っています。 

 

○ 社会福祉協議会では、若年層の参加者があまり増えず不足しているこ

と、また、会費や寄附金等の自主財源が伸び悩んでおり財政基盤が脆弱

になっていること等が課題となっています。 

地域に活動拠点を確保する等により、地域住民に密着した活動を安定・

Ⅲ 地域福祉の担い手として期待される団体等 
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継続的に行うことや社会福祉協議会の取組に関する広報を強化し、地域

住民の認知度を上げていく取組が求められています。 

 

○ また、社会福祉協議会が扱う地域福祉の課題は社会の成熟化により複

雑化しており、その課題の解決のためには、個別ケースに関する豊富な

知識・経験と多数の関係者との調整が必要になっています。 

そのため、個別支援と地域支援の両方のスキルを持った高度な専門性

を有する人材の育成が求められています。 

 

○ そのような中、社会福祉法第１１０条第１項により、広域的な見地か

ら地域福祉を推進する団体として位置づけられている千葉県社会福祉協

議会（県社協）は、県内の幅広い関係者との連携と協働のもとに、様々な

福祉課題の解決と福祉人材の確保・育成などに取り組んでおり、県全体

の地域福祉推進のために、より一層重要な役割を果たすことが期待され

ます。 

 

（３） 民生委員・児童委員 

○ 民生委員・児童委員は、それぞれの担当地区において、住民の生活状態

の把握をはじめ、支援が必要な人に対する福祉サービスの情報提供や生

活相談、助言等の自立に向けた援助を行っています。また、行政との協働・

関係機関との連携により、地域生活課題の解決に取り組んでいます。 

 

○ 高齢者や障害のある人、孤立に至る人等が増加していることから、公的

福祉サービスの利用に結び付ける役割、孤独死や虐待等、孤立を防ぐ取組、

災害時の事前事後における要配慮者※の把握と支援、認知症等により自ら

助けを求められない人々への支援など、地域の状況に応じた様々な活躍

が期待されます。 

 

（４） 社会福祉法人・社会福祉施設 

○ 県内では、社会福祉法に基づき数多くの社会福祉法人が認可されてお

り、福祉や介護などに関する専門スタッフが数多く在籍しています。 

２０１６年（平成２８年）の社会福祉法の改正では、社会福祉法人によ

る「地域における公益的な取組」の実施が法人の責務として位置づけられ、

法人の持つ福祉サービスにおける専門性やノウハウ、地域の関係者との

ネットワーク等を活かしながら、地域づくりと連携し、地域福祉の担い手

として、積極的に貢献していくことが期待されています。 

 

○ 取組例としては、地域で孤立する住民を対象とした居場所づくり、生活

困窮世帯のこどもに対する学習支援など、福祉ニーズが多様化・複雑化し、

既存の制度では十分に対応できない者等に対する支援が考えられます。
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こうした取組を各法人が創意工夫を凝らして行うことにより、支援体制

が重層化され、地域における課題解決力が向上することが期待されてい

ます。 

 

○ また、障害福祉施設については、入所施設から地域生活へ移行した利用

者等に対する専門的支援、緊急時の支援、余暇活動支援等のバックアップ

機能の強化が求められています。 

 

（５） 学校・生涯学習施設 

○ 県内には、２０２２年度（令和４年度）時点で、小学校が７５９校、中

学校が３８８校設置され、また、高等学校は１８１校（全日制、定時制：

市立、私立を含む。）、高等教育機関（大学、短大等）は３６校、特別支援

学校は４６校（国立、公立）設置されており、これら学校は地域の貴重な

社会資源です。 

 

○ 学校は、運動会や文化祭など年間行事等を通じ、地域に潤いとにぎわい

を与えるだけでなく、地域交流の拠点として活用されている事例もあり

ます。地域福祉を推進するためには、学校を中心とした地域活動や児童・

生徒と地域との交流等を通じ、地域、学校ともに一層の活性化を図ること

が大切です。 

 

○ また、各地域の公民館や図書館をはじめとする生涯学習施設で展開さ

れている、教育分野の取組と地域福祉の取組の連携を図るため、地域で一

体的に進めることにより、相乗効果が期待できます。 

 

（６） 企業・協同組合・事業者 

○ 企業の地域貢献活動として、共同募金等への寄附や環境美化活動、各種

イベントの実施等、事業者の特性を活かした社会貢献活動が推進されて

おり、地域に資源の提供を行う企業も数多く存在しています。 

 

○ また、地域の防犯拠点や災害時の行政との協定をはじめ学童保育※の実

施、高齢者の孤立化防止活動への参加等、新しい形での地域貢献も行われ

ています。 

 

○ 地域貢献活動を行っている企業・協同組合・事業者のＰＲや支援等、企

業等への働きかけを強化し、従業員のボランティア活動への参加等、具体

的な活動を促進することが必要です。 
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（７） ＮＰＯ法人・ボランティア団体 

○ 千葉県のＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）数は、２０２３年（令和５

年）３月末現在で１，９５０法人（千葉市認証分を含む）となっており、

保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、スポーツ振興、環境保全、災

害救援、地域安全、人権擁護、国際協力等多様な分野に渡る活動が県内各

地で行われています。その中で、保健・医療・福祉分野で活躍するＮＰＯ

法人数は最も多く、千葉県認証の法人の中では全体の６割を占めており

（複数分野で活動する法人を含む）、福祉の担い手として大きく期待され

ています。 

 

○ 県内の社会福祉協議会で把握している社会福祉等のボランティア活動

に取り組む団体数及び登録者数は、２０２２年（令和４年）４月１日時点

で３，０２０団体、７１，６７３人でした（出典「ボランティア・市民活

動データブック」）。２０２２年度（令和４年度）の県政世論調査によると、

ボランティアとして活動したことのある人は４４．２％で、このうち定期

的に又は時々活動している人の割合は１２．７％と、継続的な参加はまだ

少ない状況であり、より多くの人の主体的な参加を促すような環境づく

りが必要です。 

 

○ また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に展

開してきたボランティア活動への参加機運の醸成や共生・共助の社会を

担える人材づくりの育成など、各種取組の成果をレガシー※として各地域

に波及させていく必要があります。 

 

（８） 千葉県共同募金会 

○ 共同募金会は、地域福祉の推進を図るため、寄附金を募集し、集まった

寄附金を県内の社会福祉事業に配分する共同募金事業を行うことを目的

に設置される社会福祉法第１１３条に基づく組織で、市町村社会福祉協

議会などの関係団体と協力して、民間の地域福祉活動を財政面から支え

る役割を果たしています。 

 

○ 地域や職場などでの募金活動や福祉活動への助成、広報活動などを通

じ、県民の福祉活動への理解と参加の促進、寄附文化の醸成などが期待さ

れます。 

 

○ ２０２１年度（令和３年度）の募金額は、赤い羽根募金、歳末たすけあ

い募金をあわせて約５億７千万円でした。「じぶんの町を良くするしくみ」

をテーマに、住民ボランティアや地域福祉活動を応援するとともに、災害

支援にも役立てられています。 
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（９） 広域・県域の福祉系組織 

○ 市町村区域を超えた広域、県域での福祉活動を支援する組織には、県社

協のほか、例えば千葉県民生委員・児童委員協議会（県民児協）、千葉県

社会福祉士会等様々な団体があり、各種研修などを通じた専門職の育成

や広域的なネットワークづくりを進めてきました。 

 

○ 地域生活課題が複雑化、多様化する状況において、市町村単位の組織自

体が専門性、独自性を高めており、広域・県域組織においては、これまで

の取組の実効性を向上させるとともに、組織の有する専門性を一層高め、

広域・県域でなければできない活動に特化・集約化することが重要です。 
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１ 人口・世帯等の状況 
２ 支援を必要とする方々の状況 
３ 社会環境の変化 
４ 社会福祉法等の改正 
５ 県民の意識・活動状況 
６ 市町村アンケート結果 
 

 

 

○ 医学・医療の進歩、公衆衛生活動の発展のほか、生活習慣及び社会環境の改

善により、日本人の平均寿命が延びたこと等から、我が国では人口の高齢化が

進展しています。我が国の高齢化の特徴は、少子化の傾向と相まって、世界に

例を見ない速さで進行しています。 

 

○ 千葉県の２０２０年（令和２年）における高齢化率※は２７．６％で、全国

では７番目に低い数値ですが、近年、徐々に全国平均（２８．６％）との差が

縮まっています。（図１） 

 

（図１）人口の推移・高齢化の進展（千葉県） 

 
資料：総務省「国勢調査」 
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（１） 将来人口推計 

○ 我が国では人口減少社会の到来を迎えており、千葉県の人口も、２０１１年

（平成２３年）には、少子化の進行に伴い、死亡数が出生数を上回る自然減と

なり、２０２１年（令和３年）には社会増※による人口増加を自然減による人

口減少が上回る、総人口減少時代に入りました。 

 

〇 また、２０２０年（令和２年）に約６２８万人であった本県の人口は、２０

６０年（令和４２年）には約５１５万人になると推計されています。 

 

〇 また、団塊の世代が後期高齢者（７５歳以上）となる２０２５年（令和７年）

には、約３.５人に１人が高齢者となる見込みであり、総人口が減少する中に

あっても、高齢者人口（６５歳以上）は２０４５年（令和２７年）頃まで増え

続け、高齢化率はその後も上昇する見込みです。（図２） 

 

（図２）総人口及び年齢３区分人口の推移（千葉県） 

 
資料：1960 年(昭和 35年)～2020 年(令和 2年)は総務省「国勢調査」。 

2021 年(令和 3年)以降は千葉県推計。 
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（２） 合計特殊出生率※ 

○ 千葉県の合計特殊出生率は、１９７０年（昭和４５年）代後半から低下傾向

にあります。また、１９８５年（昭和６０年）からは全国平均を下回る状況が

続いており、２０２２年（令和４年）では１．１８と、人口を維持していくの

に必要な値とされている２．０７を大きく下回っています。（図３） 

 

（図３）合計特殊出生率の推移（全国・千葉県） 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（１） 高齢者の状況 

○ 急速な高齢化に伴い、介護を必要とする高齢者数や認知症高齢者数も急激

に増加することが見込まれています。 
 
○ 本県における要介護等認定者数は、２００８年度（平成２０年度）には約 

１６万８千人でしたが、２０２０年度（令和２年度）には約２９万人に、   

２０４０年度（令和２２年度）には約４２万２千人に増加する見込みです。 
 
〇 このうち、要介護４又は５のいわゆる重度者は、２００８年度（平成２０年

度）には約４万人でしたが、２０２０年度（令和２年度）には約６万１千人に、

２０４０年度（令和２２年度）には約９万４千人に増加する見込みです。  

（図４） 
 
（図４）要介護等認定者数の状況と将来推計（千葉県） 

 
資料：2008 年度（平成 20 年度）～2017 年度（平成 29 年度）は介護保険事業状況報告（年報）。 

2020 年度（令和 2 年度）は市町村の見込値の合計による。2023 年度（令和 5 年度）、2025 
年度（令和 7 年度)、2040 年度（令和 22 年度）は市町村の推計値の合計による。 

（人） 

２ 支援を必要とする方々の状況 
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○ また、認知症高齢者も急増していくものと見込まれ、２０２５年（令和７年）

の約３５万人から２０４０年（令和２２年）の約４７万人へと、２０年間で 

約１．３倍に増加するものと見込まれています。（図５） 

 

（図５）認知症高齢者の将来推計（千葉県） 

 
資料：2025 年（令和 7 年）以降の人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来

推計人口（2018 年 3 月推計）による推計値（2025 年（令和 7 年）の高齢者人口：179.1

万人」 
  

35
40

47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2025

(R7)

2030

(R12)

2040

(R22)

（万人）



 

第３章 本県の地域福祉を取り巻く社会情勢の現状等 

30 

 

（２） 障害のある人の状況（手帳の所持者数） 

○ 身体障害者手帳を持つ人は、２０２２年度（令和４年度）末時点で    

１７７，８８３人です。２０１８年度（平成３０年度）末と比較して、全体で

０．２％の減少となっており、近年では、ほぼ横ばいの傾向となっております。 

 

○ 療育※手帳を持つ知的障害のある人は、２０２２年度（令和４年度）末時点

で４８，２２４人です。２０１８年度（平成３０年度）末と比較して、全体で  

１３．２％増加しています。 

 

○ 精神障害者保健福祉手帳を持つ人は、２０２２年度（令和４年度）末時点で   

 ６３，８０５人です。２０１８年度（平成３０年度）末と比較して、全体で 

 ３５．１％増加しています。（図６） 

 

（図６）障害のある人の手帳の所持の状況（千葉県）

 

資料：千葉県障害者福祉推進課調べ 
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（３） 生活困窮者等の状況 

 

ア 生活保護の状況 

○ 社会経済の構造的な変化等により生活保護受給者や生活困窮に至る 

リスクの高い層が増加していると言われています。２０２２年（令和  

４年）時点の千葉県の被保護世帯は７２，６２４世帯、被保護人員は  

８９，５４４人となり、１０年前の２０１２年（平成２４年）の     

５６，７６０世帯・７７，１８７人に比べ、大きく伸びています。（図７） 

  

（図７）被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移（千葉県）  

 

資料：厚生労働省「被保護者調査」（各年度 1か月平均）。保護率を算定する人口は、 

千葉県毎月常住人口調査による（毎年４月 1日）。  

  

○ ２０２１年度（令和３年度）の千葉県の年齢別被保護人員は、６０～  

６９歳が１５，３６８人（構成割合１８％）、７０～７９歳が２２，５７０

人（２６％）、８０歳以上が１３，０１８人（１５％）と６０歳以上の人が

約６割を占めています。また、その伸びも近年大きくなっており、２０１１

年（平成２３年度）と２０２１年（令和３年度）を比較すると、７０歳から

７９歳までは約１．６倍に、８０歳以上は約２．５倍に増えています。  

（図８、９）  
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（図８）２０２１年度（令和３年度）年齢階層別被保護人員（千葉県） 

 

資料：厚生労働省「被保護者調査」  

  

（図９）年齢階層別被保護人員の年次推移（千葉県）

 

資料：厚生労働省「被保護者調査」  
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イ ホームレスの状況 

○ ホームレスについては、本県は近年減少傾向にあります。２０２３年

（令和４年）では１２６人となり、２００７年（平成１９年）の５９４人

の約２割まで減少しています。（図１０） 

 

○ 一方で、厚生労働省の「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態

調査）結果」によると、ホームレスの「高齢化」「野宿期間の長期化」の  

割合は増加しています。また、７０歳以上の高齢者の割合は２０１６年

（平成２８年）調査と比較して２０２１年（令和３年）調査では約１５％

増加し、１０年以上路上生活をしている人の割合も約５％増加していま

す。  

 

（図１０）ホームレスの実態に関する全国調査結果（千葉県） 

 

資料：厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査（概数調査）結果」 
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ウ こどもの貧困の状況 

○ 生活保護の受給者のうち１７歳以下のこどもの数は、本県では   

２０２１年（令和３年）で７，０１５人となっており、保護率は０．７７％

です。２０１７年（平成２９年）と比較して、生活保護の被保護者数が  

増加している中で、こどもの受給者は減少傾向にあります。（図１１）  

  

（図１１）生活保護を受給している全体の人数とこどもの人数（千葉県）  

 

資料：被保護者調査（年次調査・各年 7月末日現在）。人口は千葉県毎月常住人口調査によ

る（毎年 4月 1日）。  
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○ ２０２１年（令和３年）の全国の子どもの貧困率※は１１．５％です。  

また、こどものいる現役世帯の貧困率では、大人が一人の世帯の貧困率が

４４．５％と高くなっており、大人が二人以上の世帯が８．６％なのに 

比べ、大幅に高くなっています。（図１２、図１３） 

 

（図１２）こどもの相対的貧困率の推移（全国） 

 

資料：総務省「国民生活基礎調査」 

 

（図１３）こどもがいる現役世帯の貧困率の推移（全国） 

 
資料：総務省「国民生活基礎調査」 

（注）：大人とは 18歳以上の者、こどもとは 17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が

18 歳以上 65 歳未満の世帯をいう。 
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エ ひとり親の状況 

○ 本県のひとり親世帯数は、２００５年（平成１７年）の３２，２１３世

帯から、２０１５年（平成２７年）に３４，３６２世帯と増加しましたが、

２０２０年（令和２年）には、３０，４１４世帯に減少しています。（図

１４） 

 

（図１４）ひとり親と未婚の子のみの世帯数の推移（千葉県）

 
資料：総務省「国勢調査」 

（注）：ひとり親世帯とは、未婚、死別又は離別の親と、その未婚の 20 歳未満のこども 

のみからなる一般世帯をいう。 

 

○ 全国の母子世帯の平均年間所得をみると、児童のいる世帯とは大きな

差があり、全世帯と比べても低くなっています。（図１５） 

 

（図１５）全国の世帯当たりの平均年間所得の推移

 

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

（注）：2020（令和２）年は、調査（2019（令和元）年の所得）が実施されていない。 
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（４） ヤングケアラーの状況 

○ ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話

などを日常的に行っているこどものことです。年齢等に見合わない重い責任

や負担を負うことで、本当なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打

ち込む時間、将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛ない時間など、これら

の「こどもとしての時間」と引き換えに、家事や家族の世話をしていることが

あります。 

 

○ 本県が２０２２年度（令和４年度）に実施した「ヤングケアラー県内実態調

査」によると、お世話をしている人が「いる」と回答したのは、小学６年生が

１４．６％、中学２年生が１３．６％、高校２年生が１０．５％、定時制高校

２年生相当が１９.０％でした。（図１６） 

 

○ 一方で、お世話している人が「いる」と回答したうち、「お世話について誰

かに相談した経験がある」と回答したのは、小学６年生が８．２％、中学２年

生が６．８％、高校２年生が９．１％にとどまりました。（図１７） 

 

○ お世話にかけている時間(平日)の平均値は、調査対象とした小学６年生が

２．７時間、中学２年生が２．３時間、高校２年生が２．５時間でした。（図

１８） 

 

（図１６）お世話をしている人の有無 

資料：千葉県児童家庭課調べ 

  

14.6%

13.6%

10.5%

19.0%

83.7%

84.5%

88.5%

77.6%

1.7%

1.9%

1.0%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学６年生(n=4414)

中学２年生(n=3927)

高校２年生(n=3051)

定時制高校２年生相当(n=58)

いる いない 無回答



 

第３章 本県の地域福祉を取り巻く社会情勢の現状等 

38 

 

（図１７）相談した経験の有無 

資料：千葉県児童家庭課調べ 

 

（図１８）お世話にかけている時間（平日） 

資料：千葉県児童家庭課調べ 
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（５） ひきこもりの状態にある人の状況 

〇 内閣府が２０２２年度（令和４年度）に実施した「こども・若者の意識と  

生活に関する調査」では、ひきこもり状態にある人は、満１５歳から満３９歳

までの人で２．０５％、満４０歳から満６４歳までの人で２．０２％、全国で

約１４６万人いると推計されています。（表１） 
 

（表１）ひきこもりに関する状況等（全国） 

  該当者数 
有効回収数に 

占める割合 

普段は家にいるが、自分の 

趣味に関する用事のときだ

け外出する 

15 歳～39 歳対象調査 67 人 0.95％ 

40 歳～69 歳対象調査 

（参考：うち 40～64 歳） 
64 人 

(30 人) 
1.23％ 

（0.70％） 
 

普段は家にいるが、近所の

コンビニなどには出かける 

15 歳～39 歳対象調査 52 人 0.74％ 

40 歳～69 歳対象調査 

（参考：うち 40～64 歳） 
81 人 

(50 人） 
1.55％ 

（1.17％） 

自室からは出るが、家から

は出ない 

15 歳～39 歳対象調査 21 人 0.30％ 

40 歳～69 歳対象調査 

（参考：うち 40～64 歳） 
4 人 

(3 人) 
0.08％ 

（0.07％） 

自室からほとんど出ない 
15 歳～39 歳対象調査 4 人 0.06％ 

40 歳～69 歳対象調査 

（参考：うち 40～64 歳） 
6 人 

(3 人) 
0.12％ 

（0.07％） 
資料：内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査（令和 4年度）」 
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（６） 自殺者の状況 

〇 千葉県の自殺者数の総数は、１９９７年（平成９年）から１９９８年（平成

１０年）にかけて急増し、２０１１年（平成２３年）に過去最多の１，３７０

人となった後、２０１２年（平成２４年）以降は減少傾向となりました。直近

の５年間では、総数は１，０００人前後を推移したものの、男女別に見ると、

男性が２０１８年（平成３０年）からの４年間に７３１人から６２３人に減少

し続けているのに対し、女性は２０２０年（令和２年）に前年の２９３人から

３８１人に増加し、２０２１年（令和３年）も３５５人と高い傾向を示してい

ます。（図１９） 

 

（図１９）自殺者数の推移（千葉県） 

 資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（７） 更生の支援が必要な人の状況 

 

ア 刑法犯の認知件数、検挙件数・人員 

〇 千葉県の刑法犯認知件数は年々減少し、２０２２年（令和４年）には

３２，７２８件と、２０１１年（平成２３年）の８３，０１０件と比較す

ると、約６割減少しています。また、そのうち千葉県警察における検挙

件数は１１，１０９件で、検挙人員は６，７００人となっています。（図

２０） 

 

（図２０）刑法犯の認知件数、検挙件数・人員（千葉県） 

 
資料：千葉県警察公表データ 
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イ 刑法犯検挙者中の再犯者数・再犯者率 

〇 県内の検挙人員は減少傾向にあるものの、再犯者数は検挙人員ほど減

少していません。また、再犯者の割合（再犯者率）は５割弱を推移してい

ましたが、２０２１年（令和３年）は、約５１％に増加しています。    

（図２１） 
 

（図２１）刑法犯検挙者中の再犯者数・再犯者率（千葉県） 

 

資料：法務省提供データ 
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（８） 児童、高齢者、障害者等への虐待の状況 

 

ア 児童虐待の状況 

○ 県内の児童相談所における児童虐待の相談対応件数は、２０１２年度

（平成２４年度）から２０２１年度（令和３年度）までの１０年間で  

約２．５倍に増加し、２０２１年度（令和３年度）は１１，８７０件とな

っています。また、市町村における相談対応件数をみても増加しており、

２０２１年度（令和３年度）には１１，３１２件にも上っています。（図

２２） 

 

（図２２）児童虐待の相談対応件数の推移（千葉県） 

 
資料：厚生労働省「福祉行政報告例」 
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イ 高齢者虐待の状況 

○ 県内市町村で受け付けた養護者による（家庭における）高齢者虐待に関

する相談・通報等件数は２０２１年度（令和３年度）には１，９８０件で、

そのうち、市町村が虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例

は７７９件でした。身体的虐待、介護放棄、心理的虐待、性的虐待、経済

的虐待などの様々な高齢者虐待が発生しています。（図２３） 

 

（図２３）高齢者虐待の対応状況（千葉県） 

資料：千葉県高齢者福祉課「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査」 
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ウ 障害者虐待の状況 

○ 県及び市町村で受け付けた養護者による（家庭における）障害者虐待に

関する相談・通報等件数は３３８件（２０２１年度（令和３年度））で、

そのうち、虐待を受けた又は受けたと思われたと判断された事例は  

１２２件でした。障害の種別では、知的障害、精神障害のある人への事例

が多くなっています。（図２４） 

 

（図２４）障害者虐待の対応状況（千葉県） 

 
資料：「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況

等に関する調査」 
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エ ＤＶ※の状況 

○ 配偶者や恋人など、親密な関係の人から振るわれる暴力を「ドメスティ

ック・バイオレンス（ＤＶ）」といいます。ＤＶは人権侵害です。配偶者

暴力相談支援センターや市町村に寄せられた相談件数は、２０２２年度

（令和４年度）は県４，９５２件、市町村１０，２６１件でした。    

（図２５） 

 

（図２５）ＤＶ相談件数の推移（千葉県） 

  資料：千葉県児童家庭課調べ 
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（９） 外国人の状況 

○ 住民基本台帳制度に基づく県内の外国人数は、１８２，１８９人（２０２２

年（令和４年）１２月末）で、常住人口の約２．９％を占めており、２０２２

年（令和４年）までの１０年間で約１．７倍の増加となっています。（図２６） 

国・地域別にみると、人数の多い順に、中国、ベトナム、フィリピン、韓国・

朝鮮、ネパールとなっており、ベトナムとネパールについては、近年特に増加

しています。 

 

（図２６）外国人数及び常住人口に占める割合（千葉県） 

資料：外国人数（毎年 12 月末現在）は法務省「在留外国人統計」。割合で用いた常住人口       

（毎年翌年 1 月 1 日現在）は千葉県統計課「毎月常住人口調査」。 
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（１） 家庭や社会構造の変化 

 

ア 世帯構造の変化 

○ 現在、千葉県内の世帯数自体は増加傾向にありますが、平均世帯人員を

みると減少傾向にあり、２０２０年（令和２年）は２．２７人で全国平均

の２．２６人とほぼ同数でした。なお、２０１５年（平成２７年）の本県

の１世帯当たりの人員２．３８人からは０．１１人減少しています。（図

２７） 

 

○ 家族類型別の推移をみると、「夫婦とこども」が減少傾向にある一方、

都市化の進展や核家族化等により「夫婦のみ」、「ひとり親とこども」、 

「単独世帯」の割合は、上昇傾向にあります。（図２８） 

 

（図２７）世帯数と１世帯当たり平均人員の推移（千葉県） 

資料：総務省「国勢調査」 
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（図２８）家族類型別一般世帯割合の推移（千葉県）

 
資料：総務省「国勢調査」 
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イ 高齢単身世帯の増加 

○ 千葉県内の６５歳以上の一人暮らしの高齢世帯は、２０４０年（令和 

２２年）には２０１５年（平成２７年）の約１．７倍に増加するものと  

見込まれています。また、高齢世帯全体に占める一人暮らしの高齢世帯の

割合も上昇することが見込まれています。（図２９） 

 

（図２９）今後の高齢世帯数の推計（千葉県） 

 
資料：2020 年（令和 2年）までは総務省「国勢調査」。 

2025 年（令和 7 年）以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来 

推計（都道府県別推計 2019 年(平成 31年)4 月推計）」。 
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ウ 雇用環境の変化 

〇 本県の雇用情勢は、２０２０年（令和２年）からの新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴い有効求人倍率が１．００倍を下回り、完全失業率

も悪化しましたが、２０２２年（令和４年）では緩やかに持ち直しの動き

が見られています。一方で、職業能力を形成する機会に恵まれなかった若

年者、中高年齢離職者、障害のある人などは、本人に意欲があっても就労

が難しい状況にあります。（図３０、表２） 

 

（図３０）有効求人倍率及び完全失業率の推移（千葉県） 

 

資料：厚生労働省「職業安定業務統計」、総務省「労働力調査」 

（注）：モデル推計により作成。 

 

（表２）若年無業者数及び割合 

  若年無業者（人） 15～34 歳人口に占める割合（％） 

  全国 千葉県 全国 千葉県 

2002 694,000 37,800 2.0 2.2 

2007 632,700 33,200 2.1 2.2 

2012 617,300 25,100 2.3 1.9 

2017 598,800 29,800 2.3 2.4 

2022 615,700 32,300 2.5 2.6 

資料：総務省「就業構造基本調査」 
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エ 働き方の変化 

  ○ 社会経済のグローバル化や情報化の進展、健康寿命の延伸などにより、

人々の価値観やライフスタイルの多様化とともに、「新しい生活様式」へ

の対応など、働き方に変化が生じています。（図３１、図３２） 

 

（図３１）女性の就業者数及び有業率の推移（千葉県） 

資料：総務省「就業構造基本調査」 

 

（図３２）高齢者の就業者数及び有業率の推移（千葉県） 

資料：総務省「就業構造基本調査」 
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オ グローバル化の進展 

  ○ 千葉県においては、１８万２千人（２０２２年（令和４年））を超える

外国人が居住し、約６万９千人（２０２２年（令和４年））が就労してい

ます。（図３３、図３４、図３５） 

 

  （図３３）外国人労働者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉労働局「外国人雇用状況」 

 

（図３４）国籍別・外国人労働者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉労働局「外国人雇用状況（令和 4年 10月末現在）」 

（注）Ｇ７等とは、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ、     

オーストラリア、ニュージーランド、ロシアを表す。 
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（図３５）在留資格別・外国人労働者数 

 
資料：千葉労働局「外国人雇用状況（令和 4年 10月末現在）」 
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